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稲佐山公園展望台駐車場の利用に係る基準額の「1回につき 1,000円」について、「1回」の

単位を明確に定めるもの。

１ 改正の概要

（2）改正内容

稲佐山公園展望台駐車場（別表第4第2項）

改正案 9月議会後（未施行）

２ 改正の内容

（1）改正理由

令和７年９月議会において、稲佐山公園展望台駐車場カーゲート更新に係る補正予算審査の際、

基準額の「１回につき」という単位について、複数日数駐車しても同じ料金であることから長期駐

車が発生する可能性の懸念が示されたことを踏まえ、適正な駐車場管理を行うため「１回」の定義

を明確にした基準額を定めるもの。
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公布の日

3 施行期日

4 施設の概要

（1）駐車台数 40台

（2）利用時間 午前0時から午後12時まで（24時間）

（3）利用日 1月1日から12月31日まで

（4）利用実績 令和6年度 84,665台

令和5年度 85,379台

令和4年度 83,978台

稲佐山公園

位置図

駅舎側から撮影 展望台側から撮影
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5 新旧対照表
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